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平成２９年産業財産権制度各国比較調査研究 

各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状（抄） 

 

各国・地域の制度・運用の概要一覧表（調査研究報告書ｐ．１１～１２） 

項目 日本 米国 欧州 中国 韓国 

発明の定義及び／又は

特許可能な発明の定義 

・「発明」とは、自然法則を利

用した技術的思想の創作のう

ち高度のものをいう 

・「発明」とは、発明又は発見を

いう 

・新規かつ有用な方法、機械、製

造物若しくは組成物又はそれに

ついての新規かつ有用な改良を

発明又は発見した者は、本法の

定める条件及び要件に従って、

それについての特許を取得する

ことができる 

・判例上の例外として、「自然現

象」、「自然法則」、「抽象的アイ

デア」がある 

・発明の定義規定はない 

・『発明』という語は『技術的性

質を有する主題』と解釈される

べきである（審決） 

・欧州特許は、産業上利用する

ことができ、新規であり、かつ、

進歩性を有するすべての技術分

野におけるあらゆる発明に対し

て付与される 

・EPC52条 2項には、発明とは

みなされないものが列記されて

いる。ただし、その対象又は行為

それ自体に関係している範囲内

においてのみ特許性が排除され

る 

（例：コンピュータプログラム

それ自体） 

 

 

・発明とは製品、方法又はその

改善に対して行われる新たな技

術方案を指す 

・技術的課題を解決することに

よって、自然法則に基づく技術

的効果を獲得するために、技術

的手段を用いていない方案は、

専利法 2条 2項に規定された客

体に該当しない 

・専利法25条には、専利権を付

与しないものが列記されている 

・「発明」とは、自然法則を利

用した技術的思想の創作として

高度のものをいう 
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発明が特許されるため

の要件 

・発明であること 

・産業上利用可能性 

・新規性 

・進歩性 

・拡大先願 

 

その他、記載要件等 

・保護適格性 

・新規性 

・非自明性 

 

その他、記載要件等 

・技術分野に属する発明である

こと 

・産業上利用可能性 

・新規性 

・進歩性 

黙示的な要件として、 

・技術的性質が必要 

 

その他、記載要件等 

・専利権を付与しない客体に該

当しないこと 

・新規性 

・創造性 

・実用性 

 

その他、記載要件等 

・発明であること 

・産業上利用可能性 

・新規性 

・進歩性 

・拡大先願 

 

その他、記載要件等 

CS関連発明等の定義 

「コンピュータソフトウエア

関連発明」とは、その発明の実

施にソフトウエアを必要とす

る発明である 

特になし 

｢コンピュータ利用発明(CII)｣

という表現は、コンピュータ、コ

ンピュータネットワーク若しく

はその他のプログラム可能な装

置を含む請求の範囲であって、

クレーム発明において表面上 1

つ又は複数の特徴がプログラム

によって実現されるものを対象

とする 

発明で提示する課題を解決する

ため、コンピュータプログラム

の処理フローが全部又は一部の

基礎となっており、コンピュー

タが前記フローに沿って作成さ

れるプログラムを実行すること

により、コンピュータの外部又

は内部の対象を制御、又は処理

する解決方案をいう 

「コンピュータ関連発明」と

は、「発明がその実施のためソ

フトウエア又はハードウエアに

よって実現された論理段階を必

要とする発明」をいう 

 

「営業方法発明」とは、「営業

方法など事業アイデアをコンピ

ュータ、インターネットなどの

情報通信技術を利用して実現し

た新しいビジネスシステム又は

方法をいう」 

CS関連発明等が特許可

能な発明として認めら

れるか 

〇 〇 〇 〇 〇 
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CS 関連

発明等

の審査

基準 

保護適格性 

・自然法則を利用した技術的

思想の創作でなければならな

い 

・ソフトウエアによる情報処

理が、ハードウエア資源を用

いて具体的に実現されている

場合、「自然法則を利用した技

術的思想の創作」である 

クレーム発明は、４つの法定の

カテゴリの１つを対象としなけ

ればならず、また、判例上の例

外を含む主題を対象としてはな

らない 

 

判例上の例外に関する2 part分

析 

①まずクレームが抽象的アイデ

アを対象としているかを判断

し、 

②抽象的アイデアを対象として

いる場合、その抽象的アイデア

を遙かに超える要素が追加され

ているかを判断する 

・請求の範囲の主題は、クレー

ムしている主題が技術的性質を

有しているのか否かを判断する

目的で、全体として考慮する 

 

・技術的性質は先行技術を参酌

せずに評価する 

 

・技術的手段を定義又は使用す

るクレーム主題は第 52 条(1)で

意味する発明といえる。これは

技術的手段が公知であっても適

用される 

 

・プログラムは、プログラム（ソ

フトウエア）とそれを実行する

コンピュータ（ハードウエア）と

の間の「通常の」物理的作用を超

えた更なる技術的効果をもたら

す可能性があれば特許性が排除

されない 

 

 

 

 

・知的活動の法則と方法の内容

を含むとともに、技術的特徴も

含むものであれば、専利法25条

に基づいた上で、その専利権を

取得する可能性を排除してはな

らない 

 

・いわゆる、技術三要素（技術的

課題、技術的手段、技術的効果）

の要件を満たすものは、専利法

2 条 2 項でいう技術方案に該当

し、専利保護の客体に該当する 

コンピュータプログラムによる

情報処理がハードウエアを利用

して具体的に実現されている場

合には、自然法則を利用した技

術的思想の創作であり発明に該

当する 
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特記事項 なし 

（機能的記載） 

機能的表現をした場合の権利範

囲は、明細書に記載されている

構造や実施例又はその均等物に

解釈される 

（進歩性） 

・全ての発明と同様に、技術分

野の課題を解決するものでなけ

ればならない 

・混成タイプの発明の進歩性を

評価するときには、発明の技術

的性質に貢献する特徴すべてを

考慮する。発明の技術的性質に

貢献しない特徴は、進歩性の存

在を裏付けることができない 

（機能的記載） 

請求項において機能的、作用的

記載を行った場合、中国では米

国と同様に権利範囲は実施例及

びその均等物に限定解釈される 

なし 

保護対

象とな

るCS関

連発明

等のク

レーム

形式 

装置/システ

ム 
〇 〇 〇 〇 〇 

方法 〇 〇 〇 〇 〇 

プログラム 〇 × 〇 × × 

プログラム

製品 
〇a) × 〇 × × 

プログラム

を記録した

媒体 

〇 〇 〇 〇 〇 

データ構造 〇 × 〇 × × 

信号 × × 〇 × × 

〇：認められる可能性がある、×：認められない 

a)日本ではプログラム製品は、プログラム自体、プログラムが記録された記録媒体又はプログラムが読み込まれたコンピュータシステムを指す。 


